
＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（I）の合計

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

0.13827

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
用途

0.13755

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器包装の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

0.11009

0.13514

0.13386

0.13854

0.15050

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.07156

１００．０円/kg再商品化委託申込量（kg）→

⑦＝再商品化実施委託単価

0.04515

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.13478

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.13186

特定事業者名

②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)

[①-②]のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

0.11378

容
　
器

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器包装の量（kg）

再商品化委託申込量（kg）→

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）
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④=再商品化実施委託単価

１００．０円/kg

0.11487

0.05391

0.13067

0.10371

0.12527

0.12469

自主算定方式

簡易算定方式

利用事業者用プラスチック製容器包装

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

0.00640

0.00074

0.00200

0.00029

0.00279

0.00773

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価
（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

１００．０円/kg

１００．０円/kg

（１円未満切り捨て）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.00470

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.01164

⑤

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00773

0.00170

0.00512

容
　
器

②

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

0.00070

0.00815

再商品化委託申込量（kg）→

12

容
　
器

再商品化委託申込量（kg）→

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00237

0.00015

0.00399

自主算定方式

簡易算定方式

プラスチック製容器 製造等事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（I）の合計
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④=再商品化実施委託単価

１００．０円/kg

0.19226

0.07299

0.23573

0.18705

0.24477

0.22229

0.20725

容
　
器

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器包装の量（kg）

再商品化委託申込量（kg）→

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

[①-②]のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.24330

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.24477

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.14516

１００．０円/kg再商品化委託申込量（kg）→

⑦＝再商品化実施委託単価

0.09115

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

0.24193

0.24033

0.24383

0.24699

0.26042

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

0.24941

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
用途

0.24813

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器包装の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式

利用事業者用プラスチック製容器包装

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計
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容
　
器

再商品化委託申込量（kg）→

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00284

0.00033

0.00856

0.00875

0.00212

0.00700

容
　
器

②

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

0.00168

0.01126

再商品化委託申込量（kg）→

⑤

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.00951

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.01325

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価
（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

１００．０円/kg

１００．０円/kg

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.00778

0.00168

0.00265

0.00047

0.00315

0.00875

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式

プラスチック製容器 製造等事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（I）の合計

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

0.29950

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
用途

0.29944

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器包装の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

0.29404

0.29282

0.29493

0.29529

0.31407

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.16172

７８．１円/kg再商品化委託申込量（kg）→

⑦＝再商品化実施委託単価

0.12563

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.29816

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.29565

特定事業者名

②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)

[①-②]のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

0.25069

容
　
器

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器包装の量（kg）

再商品化委託申込量（kg）→

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）
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④=再商品化実施委託単価

７８．１円/kg

0.23425

0.08945

0.28446

0.22462

0.28087

0.26576

自主算定方式

簡易算定方式

利用事業者用プラスチック製容器包装

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑦=再商品化実施委託単価

0.00679

0.00225

0.00275

0.00067

0.00292

0.01151

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価
（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

７８．１円/kg

７８．１円/kg

（１円未満切り捨て）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.01064

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.01602

⑤

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.01151

0.00220

0.00645

容
　
器

②

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

0.00213

0.01442

再商品化委託申込量（kg）→

14

容
　
器

再商品化委託申込量（kg）→

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00278

0.00047

0.01011

自主算定方式

簡易算定方式

プラスチック製容器 製造等事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（I）の合計

15

④=再商品化実施委託単価

７２．４円/kg

0.32681

0.12514

0.40131

0.31640

0.39331

0.36075

0.32838

容
　
器

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器包装の量（kg）

再商品化委託申込量（kg）→

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

[①-②]のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.41712

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.41401

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.20639

７２．４円/kg再商品化委託申込量（kg）→

⑦＝再商品化実施委託単価

0.19288

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

0.41279

0.40851

0.41048

0.40084

0.42862

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

0.42186

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
用途

0.42243

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器包装の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式

利用事業者用プラスチック製容器包装

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計

15

容
　
器

再商品化委託申込量（kg）→

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00230

0.00101

0.01614

0.01521

0.00281

0.00884

容
　
器

②

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

0.00361

0.01960

再商品化委託申込量（kg）→

⑤

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.01698

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.01960

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価
（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

７２．４円/kg

７２．４円/kg

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.00884

0.00380

0.00351

0.00134

0.00256

0.01521

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式

プラスチック製容器 製造等事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（I）の合計
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④=再商品化実施委託単価

６９．６円/kg

0.40152

0.20833

0.50033

0.35984

0.47075

0.43127

0.39960

容
　
器

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器包装の量（kg）

再商品化委託申込量（kg）→

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

[①-②]のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.52083

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.49553

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.23637

６９．６円/kg再商品化委託申込量（kg）→

⑦＝再商品化実施委託単価

0.21175

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

0.47274

0.50191

0.49950

0.47919

0.52937

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

0.51405

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
用途

0.52666

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器包装の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式

利用事業者用プラスチック製容器包装

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計
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容
　
器

再商品化委託申込量（kg）→

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00310

0.00154

0.02152

0.02190

0.00364

0.01096

容
　
器

②

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

0.00383

0.02460

再商品化委託申込量（kg）→

⑤

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.02265

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.02590

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価
（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

６９．６円/kg

６９．６円/kg

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01154

0.00403

0.00428

0.00279

0.00387

0.02190

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式

プラスチック製容器 製造等事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（I）の合計
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④=再商品化実施委託単価

７６．２円/kg

0.48905

0.24935

0.59406

0.49769

0.56054

0.47988

0.48245

容
　
器

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器包装の量（kg）

再商品化委託申込量（kg）→

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

[①-②]のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.62338

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.59004

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.37514

７６．２円/kg再商品化委託申込量（kg）→

⑦＝再商品化実施委託単価

0.28306

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

0.62524

0.61131

0.60306

0.56457

0.62903

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

0.62211

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
用途

0.62532

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器包装の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式

利用事業者用プラスチック製容器包装

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計
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容
　
器

再商品化委託申込量（kg）→

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00367

0.00175

0.01687

0.02840

0.00328

0.01123

容
　
器

②

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

0.00362

0.03224

再商品化委託申込量（kg）→

⑤

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.01775

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.03394

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価
（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

７６．２円/kg

７６．２円/kg

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01182

0.00381

0.00386

0.00291

0.00490

0.02840

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式

プラスチック製容器 製造等事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ↑ ③=（A)～（I）の合計
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④=再商品化実施委託単価

８４．９円/kg

0.49811

0.25263

0.59883

0.53564

0.56694

0.51465

0.49804

容
　
器

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器包装の量（kg）

再商品化委託申込量（kg）→

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

[①-②]のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

②

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.63158

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.59677

特定事業者名

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

（１円未満切り捨て）

0.31928

８４．９円/kg再商品化委託申込量（kg）→

⑦＝再商品化実施委託単価

0.24930

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

容
　
器

0.49119

0.62263

0.62256

0.57183

0.62324

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

0.63016

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）
用途

0.63035

前事業年度において
販売した商品に用いた
特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器包装の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式

利用事業者用プラスチック製容器包装

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器包装の量」及び「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において販売した商品に用いた特定容器包装の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ↑ ③=（A)～（H）の合計
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容
　
器

再商品化委託申込量（kg）→

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00463

0.00217

0.01116

0.02785

0.00228

0.00941

容
　
器

②

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第1位を
四捨五入（kg）

①

0.00426

0.04662

再商品化委託申込量（kg）→

⑤

前事業年度において製
造等をして当該事業に
おいて用いられた特定

容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した
特定容器の量（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（kg）

②

[①-②]のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（kg）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

①×②

0.01175

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量（kg）

①のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)

用途

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.04662

特定事業者名

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

④=再商品化実施委託単価
（１円未満切り捨て）

③×④=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

８４．９円/kg

８４．９円/kg

（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（kg）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（kg）

④×⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.00941

0.00474

0.00305

0.00271

0.00514

0.02785

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式

プラスチック製容器 製造等事業者用

※「自主算定方式」による算定ができない場合（「自ら又は他者への委託により回収した特定容器の量」及び「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、
「簡易算定方式」による算定を行って下さい。 この場合、「前事業年度において製造等をして当該事業において用いられた特定容器の量」に簡易算定係数を直接乗じて算定を行います。

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

0.71133

0.59024

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）
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⑦=再商品化実施委託単価

８１．８円/kg

0.58185

0.33480

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.74401

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.71726

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.43866

８１．８円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.29830

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.64553

0.61814

0.55137

容
　
器

0.58488

0.72731

0.73516

0.68682

0.74574

0.73780

用途

0.74877

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計
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容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00579

容
　
器

⑤

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00502

0.06264

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00179

0.02676

0.02616

0.00364

0.01609

８１．８円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.02817

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等

をして当該事業において用い

られた特定容器の量から

回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

８１．８円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01609

0.00528

0.00486

0.00223

0.00643

0.02616

0.06594

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

0.70451

0.54259

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）
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⑦=再商品化実施委託単価

７１．６円/kg

0.64680

0.31208

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.78021

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.74155

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.43460

７１．６円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.34490

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.70447

0.63930

0.56778

容
　
器

0.57947

0.76094

0.75705

0.71033

0.76645

0.77513

用途

0.78279

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計
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容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00670

容
　
器

⑤

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00474

0.06647

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00427

0.02619

0.03066

0.00295

0.01900

７１．６円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.02757

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等

をして当該事業において用い

られた特定容器の量から

回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

７１．６円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01900

0.00499

0.00394

0.00503

0.00705

0.03066

0.06647

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

0.67527

0.56420

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）
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⑦=再商品化実施委託単価

６２．６円/kg

0.66130

0.27802

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.79433

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.75920

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.37019

６２．６円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.35412

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.72124

0.60699

0.62246

容
　
器

0.52884

0.77800

0.77808

0.71411

0.78694

0.80600

用途

0.79444

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

21

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00718

容
　
器

⑤

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00490

0.07309

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00550

0.02365

0.03796

0.00271

0.01518

６２．６円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.02628

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等

をして当該事業において用い

られた特定容器の量から

回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

６２．６円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01598

0.00515

0.00338

0.00733

0.00798

0.03796

0.07309

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

0.78719

0.60991

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）
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⑦=再商品化実施委託単価

５０．７円/kg

0.76508

0.37172

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.92931

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.88502

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.42269

５０．７円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.41489

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.84077

0.75254

0.72799

容
　
器

0.65029

0.90010

0.90999

0.83616

0.92198

0.93832

用途

0.92610

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

22

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00778

容
　
器

⑤

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00448

0.09343

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00307

0.03219

0.04061

0.00350

0.01495

５０．７円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.03576

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等

をして当該事業において用い

られた特定容器の量から

回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

５０．７円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01573

0.00472

0.00467

0.00410

0.00865

0.04061

0.09835

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

0.68259

0.47122

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

23

⑦=再商品化実施委託単価

４９．６円/kg

0.66089

0.35990

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.79978

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.76548

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.37963

４９．６円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.35946

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.72721

0.65247

0.62932

容
　
器

0.58404

0.77751

0.78665

0.72497

0.79879

0.78537

用途

0.80304

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

23

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00715

容
　
器

⑤

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00327

0.08255

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00292

0.02926

0.03113

0.00400

0.01344

４９．６円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.03252

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等

をして当該事業において用い

られた特定容器の量から

回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

４９．６円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01344

0.00327

0.00533

0.00364

0.00753

0.03113

0.08255

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

0.71940

0.51600

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）
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⑦=再商品化実施委託単価

４６．７円/kg

0.70797

0.33797

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.84491

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.81852

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.38823

４６．７円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.42874

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.77760

0.70047

0.67056

容
　
器

0.59728

0.83290

0.83820

0.77829

0.85748

0.86001

用途

0.84635

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

24

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00683

容
　
器

⑤

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00376

0.06563

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00286

0.03528

0.03006

0.00447

0.01298

４６．７円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.03920

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等

をして当該事業において用い

られた特定容器の量から

回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

４６．７円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01298

0.00395

0.00559

0.00409

0.00854

0.03006

0.06563

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

0.67412

0.51666

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

25

⑦=再商品化実施委託単価

４５．８円/kg

0.62222

0.29945

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.74862

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.71688

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.33076

４５．８円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.40226

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.68103

0.62338

0.59522

容
　
器

0.60137

0.73203

0.74402

0.69265

0.73138

0.79487

用途

0.74903

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

25

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00681

容
　
器

⑤

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00414

0.05392

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00294

0.03336

0.02718

0.00511

0.01381

４５．８円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.03707

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等

をして当該事業において用い

られた特定容器の量から

回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

４５．８円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01381

0.00414

0.00601

0.00452

0.00908

0.02718

0.05392

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

0.53494

0.44892

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

26

⑦=再商品化実施委託単価

５２．８円/kg

0.52211

0.28325

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.62944

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.60522

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.31586

５２．８円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.37534

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.60522

0.52682

0.52813

容
　
器

0.48594

0.61425

0.62133

0.58536

0.62557

0.64132

用途

0.62934

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計
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容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00667

容
　
器

⑤

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00456

0.05047

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00233

0.02310

0.02064

0.00415

0.01459

５２．８円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.02718

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等

をして当該事業において用い

られた特定容器の量から

回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

５２．８円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01459

0.00456

0.00554

0.00333

0.00785

0.02173

0.05047

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

0.60841

0.47291

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）
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⑦=再商品化実施委託単価

４７．０円/kg

0.59488

0.28665

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.71664

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.68985

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.34373

４７．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.39281

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.65536

0.59524

0.59602

容
　
器

0.49105

0.69986

0.70120

0.66138

0.71420

0.72755

用途

0.71578

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

27

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00735

容
　
器

⑤

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.00472

0.04804

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00391

0.02388

0.02622

0.00306

0.01439

４７．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

0.02653

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等

をして当該事業において用い

られた特定容器の量から

回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数 再商品化実施

委託単価(円/kg）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価 ⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

４７．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

⑤

⑦=再商品化実施委託単価

0.01439

0.00497

0.00408

0.00521

0.00817

0.02622

0.04804

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

0.70848

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

0.47795

0.68475

0.69440

0.64779

0.70517

0.69242

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.33456

４５．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.35259

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.70539

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.68275

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.64861

0.58301

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード
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⑦=再商品化実施委託単価

４５．０円/kg

0.58204

0.21162

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.59024

容
　
器

0.60221

0.51931

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.01423

0.00639

0.00325

0.00524

0.00816

0.02373

0.04834

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

特定事業者名

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

４５．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等

をして当該事業において用い

られた特定容器の量から

回収量を控除した量

（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑦=再商品化実施委託単価

0.00367

0.02879

0.02373

0.00227

0.01423

４５．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を

四捨五入
（ｋｇ）

④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00575

0.04834

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業

において用いられた
特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03199

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②
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容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00734

容
　
器

⑤

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

用途

0.68653

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

0.66439

0.66732

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.47054

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.32938

４５．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.34235

0.66834

0.62964

0.68470

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.68291

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.65963

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.62665

0.56668

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード
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⑦=再商品化実施委託単価

４５．０円/kg

0.56473

0.20487

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.56809

容
　
器

0.58355

0.53386

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ

の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.01615

0.00650

0.00288

0.00409

0.00697

0.01933

0.04793

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

４５．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等
をして当該事業において用

い
られた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑦=再商品化実施委託単価

0.00286

0.02667

0.01933

0.00187

0.01534

４５．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00617

0.04793

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03138

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

29

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00627

容
　
器

⑤

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

用途

0.70032

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

0.68094

0.69353

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.49143

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.34400

４９．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.34865

0.68118

0.64580

0.69729

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.70201

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.66892

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.63547

0.58122

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード
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⑦=再商品化実施委託単価

４９．０円/kg

0.57880

0.21060

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.57901

容
　
器

0.63029

0.52015

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ

の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.01782

0.00413

0.00260

0.00599

0.00703

0.02190

0.04630

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

４９．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等
をして当該事業において用

い
られた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑦=再商品化実施委託単価

0.00389

0.02552

0.02190

0.00182

0.01693

４９．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00371

0.04398

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03003

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

30

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00668

容
　
器

⑤

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

用途

0.69143

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

0.66509

0.68775

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.50016

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.35011

４６．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.30926

0.67013

0.63514

0.68725

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.68828

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.66057

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.59451

0.57163

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード
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⑦=再商品化実施委託単価

４６．０円/kg

0.56533

0.20649

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.56961

容
　
器

0.58771

0.51581

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ

の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）

平成 年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.01809

0.00446

0.00325

0.00534

0.00735

0.02169

0.04577

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

４６．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等
をして当該事業において用

い
られた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑦=再商品化実施委託単価

0.00374

0.03255

0.02169

0.00244

0.01809

４６．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00424

0.04577

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03617

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

31

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00624

容
　
器

⑤

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計
（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.53035

容
　
器

0.51655

0.49186

2

⑦=再商品化実施委託単価

４９．０円/kg

0.52674

0.19144

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容器

包装の量から回収量を
控除した量

（ｋｇ）
④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.55477

0.53514

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.63813

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.61641

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.31901

４９．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.32348

0.62394

0.59460

0.64697

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.45573

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

令和

用途

0.64569

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

0.61969

0.65581

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ

の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

2

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00566

容
　
器

⑤

0.04178

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03508

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.01831

４９．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00415

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等
をして当該事業において用

い
られた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑦=再商品化実施委託単価

0.00222

0.03332

0.01970

0.00344

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

４９．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

⑤

0.01831

0.00415

0.00429

0.00342

0.00755

0.01970

0.04178

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

令和

用途

0.62711

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

0.60437

0.64329

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.42621

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.31966

５１．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.37415

0.60278

0.57181

0.62359

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.62109

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.59731

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.56744

0.51463

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

3

⑦=再商品化実施委託単価

５１．０円/kg

0.51372

0.21738

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.54251

容
　
器

0.53304

0.54679

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ
の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.01963

0.00448

0.00415

0.00493

0.00843

0.01949

0.04599

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

５１．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等
をして当該事業において用

い
られた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑦=再商品化実施委託単価

0.00320

0.02913

0.01949

0.00353

0.01963

５１．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00426

0.04599

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03237

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

3

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00590

容
　
器

⑤

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）
包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

令和

用途

0.62322

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

0.60169

0.60551

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.43762

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.32821

５３．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.40634

0.59992

0.55970

0.62514

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.62255

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.60024

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.57023

0.50373

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

4

⑦=再商品化実施委託単価

５３．０円/kg

0.51143

0.24902

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.53993

容
　
器

0.52974

0.48441

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ

の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.02173

0.00481

0.00329

0.00598

0.00514

0.01972

0.04990

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

５３．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等
をして当該事業において用

い
られた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑦=再商品化実施委託単価

0.00419

0.03071

0.01873

0.00279

0.02173

５３．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00457

0.04990

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03412

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

4

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00412

容
　
器

⑤

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）
包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

令和

用途

0.67249

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

0.64405

0.65424

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.52158

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.39119

５８．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.43644

0.64367

0.60529

0.67144

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.66933

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.64736

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.61500

0.54476

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

5

⑦=再商品化実施委託単価

５８．０円/kg

0.54744

0.30120

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.54712

容
　
器

0.53799

0.45797

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ

の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.02128

0.00507

0.00381

0.00439

0.00384

0.02101

0.05498

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

５８．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等
をして当該事業において用

い
られた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑦=再商品化実施委託単価

0.00285

0.03213

0.01996

0.00305

0.02128

５８．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00507

0.05498

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03382

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

5

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00365

容
　
器

⑤

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）
包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計

令和

用途

0.64736

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

0.62453

0.65341

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.53922

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.37745

６２．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.42016

0.62252

0.59417

0.64640

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.64575

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.61992

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.55793

0.53475

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

6

⑦=再商品化実施委託単価

６２．０円/kg

0.53085

0.29059

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.56027

容
　
器

0.55026

0.45738

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ

の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

0.02120

0.00663

0.00463

0.00741

0.00592

0.02519

0.05235

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

⑤

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

６２．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等
をして当該事業において用

い
られた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑦=再商品化実施委託単価

0.00482

0.02790

0.02519

0.00370

0.02120

６２．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00663

0.04973

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.02936

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

6

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00563

容
　
器

⑤

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用

申込用紙２－プラスチック－製造等



＜過年度申込用＞　（税抜）

年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）
（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（Ｉ）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）
包装 （ Ｉ ）

↑ ⑥=（A)～（I）の合計
（１円未満切り捨て）

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

0.56897

容
　
器

0.56211

0.48096

7

⑦=再商品化実施委託単価

６３．０円/kg

0.53943

0.29529

再商品化委託申込量（ｋｇ）→

用途

前事業年度において販売
した商品に用いた特定容

器
包装の量から回収量を

控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器包装の量

(kg)
③

［①－②］のうち、事業
活動により費消した
特定容器包装の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

個々の特定事業者の
プラスチック製容器包装

の排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

特定事業者コード

⑤

※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

0.53237

0.55018

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

0.65619

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

0.62631

特定事業者名

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.33750

６３．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

⑦=再商品化実施委託単価

0.45893

0.63219

0.61132

0.65561

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

0.51923

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

（１円未満切り捨て）

令和

用途

0.66130

前事業年度において
販売した商品に用いた

特定容器包装の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し
た特定容器包装の量

（回収量）
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

用途別再商品化義務量
自主算定係数

⑤

容
　
器

0.63463

0.64128

＝ × ÷ １，０００÷ １，０００

自主算定方式

簡易算定方式
＝ × ÷ １，０００÷ １，０００※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器包装の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者へ

の委託により回収した特定容器包装の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数
は、自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています

利用事業者用プラスチック製容器包装

申込用紙２－プラスチック－利用



＜過年度申込用＞　（税抜）
年度　再商品化義務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）

（太線枠内に数字を入れ、「自主算定方式」または「簡易算定方式」により当協会への委託申込量及び実施委託料金を計算して下さい。なお、この用紙も提出して下さい。）

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

食料品 （Ａ）

清涼飲料等 （Ｂ）

酒類 （Ｃ）

石鹸・塗料等 （Ｄ）

医薬品 （Ｅ）

化粧品等 （Ｆ）

小売 （Ｇ）

上記以外の用途 （Ｈ）

↑ ⑥=（A)～（H）の合計

7

容
　
器

再商品化委託申込量（ｋｇ）→
※簡易算定方式の場合は、控除することができません。

0.00678

容
　
器

⑤

0.04631

（１円未満切り捨て）

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

①

用途

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収し

た特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

［①－②］のうち、事業
活動により費消した

特定容器の量
小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

③

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.03255

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

①のうち、自ら又は他者
への委託により回収した

特定容器の量
（回収量）

小数点第１位を
四捨五入（ｋｇ）

②

0.02403

６３．０円/kg再商品化委託申込量（ｋｇ）→

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

再商品化実施
委託単価(円/kg）

（税抜）

0.00747

［①－②］のうち、
事業活動により

費消した
特定容器の量

(kg)
③

用途

前事業年度において製造等
をして当該事業において用

い
られた特定容器の量から

回収量を控除した量
（ｋｇ）

④＝①－②

用途別再商品化義務量
簡易算定係数

前事業年度において
製造等をして当該事業
において用いられた

特定容器の量
小数点第1位を
四捨五入（ｋｇ）

①

⑦=再商品化実施委託単価

0.00762

0.02930

0.02614

0.00432

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

６３．０円/kg
（１円未満切り捨て）

再商品化実施委託料金(円）
（税抜）

⑦=再商品化実施委託単価

個々の特定事業者の
プラスチック製容器の

排出見込量
（ｋｇ）

④＝①－②－③

再商品化義務量
小数点第１位を
四捨五入

（ｋｇ）
④×⑤

特定事業者名

⑤

0.02403

0.00747

0.00576

0.01270

0.00754

0.02614

0.04631

令和

注１）省令においては、各比率が「業種別」と表現されていますが、わかりやすく「用途」にあらためました。
（「主たる業種」ごとという意味ではありません。）

⑥×⑦=再商品化実施委託料金

特定事業者コード

用途別再商品化義務量
自主算定係数

自主算定方式

簡易算定方式
※「自主算定方式」により算定ができない場合（「事業活動により費消した特定容器の量」が把握できない場合）には、「簡易算定方式」による算定を行って下さい。「自ら又は他者への
委託により回収した特定容器の量」は個別事業者ごとに個別の実績に応じて差し引くことになりますので、用途別の平均の率を考慮するのは事業系分だけとなり、簡易算定係数は、
自主算定係数×（１００－事業系比率）（％）の算式によって算出されています。

プラスチック製容器 製造等事業者用
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